
第４３号議案 

   足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２４年２月２２日 

             提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 足立区国民健康保険条例（昭和３４年足立区条例第１１号）の一部を

次のように改正する。 

 第１５条の４第１号中「１００分の６．１３」を「１００分の６．２

８」に改め、同条第２号中「３万１，２００円」を「３万円」に改める。 

 第１５条の１２第１号中「１００分の１．９６」を「１００分の２．

２３」に、「１００分の５８」を「１００分の５５」に改め、同条第２

号中「８，７００円」を「１万２００円」に、「１００分の４２」を「１

００分の４５」に改める。 

 第１６条の４第１号中「１００分の１．６４」を「１００分の１．６

６」に改め、同条第２号中「１万３，２００円」を「１万４，１００円」

に改める。 

 第１９条の２第１号ア中「２万１，８４０円」を「２万１，０００円」

に改め、同号イ中「６，０９０円」を「７，１４０円」に改め、同号ウ

中「９，２４０円」を「９，８７０円」に改め、同条第２号ア中「１万

５，６００円」を「１万５，０００円」に改め、同号イ中「４，３５０

円」を「５，１００円」に改め、同号ウ中「６，６００円」を「７，０

５０円」に改め、同条第３号ア中「６，２４０円」を「６，０００円」

に改め、同号イ中「１，７４０円」を「２，０４０円」に改め、同号ウ

中「２，６４０円」を「２，８２０円」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 



１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の足立区国民健康保険条例第１５条の４、第

１５条の１２、第１６条の４及び第１９条の２の規定は、平成２４年

度分の保険料から適用し、平成２３年度分までの保険料については、

なお従前の例による。 

 

 （提案理由） 

 保険料率等を改定する必要があるので、この条例案を提出いたします。 

 

 


